
2 回目の豪雨災害復旧・復興に関する申し入れ 

被災者に寄り添った支援を！  
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暮らしに希望を H O P E
市 政 れ ぽ ー と   ℡ 888-5413 Fax 866-0998 日本共産党秋田市議団 

被災から 2 か月が経過し、朝晩、肌寒い季節となっ
てきました。被災住宅の復興を急がなければいけませ
ん。市民からは「業者がなかなか見つからず目処が立
たない」などの声が寄せられています。 

日本共産党市議団は、被災者を訪問し、被害の調査
を聞き取り、ボランティアを派遣してきました。 

9 月２０日には
二回目の市への申
し入れを行い、鎌
田副市長と懇談を
しました。 
申し入れ懇談の

なかで、鎌田副市長
は、市民サービスセ 
ンターに相談窓口を設置し、相談内容に応じて支援制
度を担当している各課所室につなげるようにしてい
る。被災者には気兼ねなく相談に訪れてほしいと応じ
ました。 

「この先、何をどうしたら良いのかわからない」と
いう方はご相談ください。 
国、県、市の連携で復興に力を尽くします。 

日本共産党秋田市議団 

床下浸水にも見舞金（3万円）が支給されることになりました 

罹災証明書が届いたら内容のご確認を！ 
 調査結果に納得がいかない場合は、再調査を依頼することができます。 

片付けが進み、次はどうした
ら？お悩みかと思います。 
このまま修理をして住むの

か、建て替えたほうが良いのか、
移り住んだほうが良いのか・・・ 
いずれにしても、罹災証明書

が交付されると、受けられる支
援制度があります。 
右の「住まいの再建ロードマ

ップ」がお役に立つと思います。
スマホなどでご覧になれない方
や、ご相談がある方は、ご連絡く
ださい。生活再建に向けた手助
けができるかもしれません。 

 
℡ 888-5413（市議団）  
℡ 833-0101（党事務所） 

までお電話ください。 
静岡市の永野海弁護士のブログより転載させていただきました。上の QR コードよ

り資料を見ることができます。 



9 月議会より （9 月 4 日～10 月 10 日）委員会審査より一部抜粋 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月の豪雨災害被災者への支援が拡充されます 

●被災中小企業等再建支援事業 

秋田県が実施する「被災事業者再建支援事

業」補助金を受けた市内中小企業者等に対

し、追加補助。 

・対象経費 

施設・設備の修繕費、設備の購入者等 

・ 補助率 

中小企業者 3/4 小規模事業者 3/3 

・補助上限額 

県 50万円、市 25万円、計 75万円 

除排雪  生活道路 も 早 期除雪へ 

●除雪方法の改善 

・全ての道路を対象に１０ｃｍ以上の降雪があった場合、圧雪状態を作らない様、速やかに除雪。 

・排雪は一部を除き、後日まとめて行う。 

・毎日定時に除雪業者に稼働指示を出すことで体制を整え、迅速、効率的に除雪する。 

●小型除雪機の貸し出しの改善 

・貸し出す対象を個人にも拡大。 

・使用者が希望する時間、場所へ配達・回収。 

・利用条件として、市道および私道を合わせて１００m以上除雪すること。 

●有償ボランティアによる市民除雪 

・私道を除雪する町内会等の地域活動団体、企業等に対して報奨金（４００円／ｍ）を支払う。 

 所有する除雪機を使用する場合は１００ｍ以上、人力による場合は５０ｍ以上を除雪すること。 

公共施設使用料等が見直し 来年４月から値上げの予定 

見直しの理由は、物価高騰等の社会経済情勢の変化を踏まえ、受益と負担の適正化を図る。 

今回検討対象は全５１０施設のうち、３５３施設を改定対象とする。このうち、市民の日常的な使用に関わる

改定が６３施設。その他営利目的等に使用する場合の都市公園や学校など２９０施設となる。 

※ 図書館や斎場、児童館など公共性の高いもの、市営住宅や公立保育所など法令等により考慮されているもの、

現在使用料等を徴収していないコミュニティーセンターや老人いこいの家等は対象外です。 

( 例 ) 

●小規模災害援助事業（見舞金の追加支給） 

新たに床下浸水被害を受けた世帯に 3 万円の見舞金を

給付する。 

・罹災証明書を申請した世帯へは、口座確認票を 10月上

旬から順次送付。 

・罹災証明書を申請していない世帯は、申立書（申請書）、

口座確認票を 10月上旬から窓口、およびホームページ

からダウンロードし申請できます。被災状況の写真がな

い場合は、現地調査を実施。 

〈振込予定日〉 

調査結果、口座確認票受領後、10日程度で振込 

大森山動物園 

一般   ７３０円    ８００円 

高校生    ０円    ８００円 

中学生    ０円    ４００円 

小学生    ０円    ２００円 

年間パス  １２５０円    ２０００円 

河辺岩見温泉交流センター（入浴） 

  ４００円  ５００円 

雄和ふるさと温泉（入浴） 

      ３６７円  ５００円 

雄和花の森野球場（１時間）  

６２０円  ９３０円 


